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面積 ６３５.１６㎢
人口 １８８，３８７人（R４．３．３１現在）
高齢化率 ２４．４％
世帯数 ８７，７９５世帯

【H３０年３月３１日現在 ： 人口 １８６，０１２人】
≪地区別人口（高齢化率）≫
西 条 ７６，３１２人（１５．１％）
八本松 ２８，８２４人（２３．４％）
志 和 ６，７７０人（３９．９％）
高 屋 ３０，００９人（２４．６％）
福 富 ２，４２５人（４０．６％）
豊 栄 ３，３０４人（４６．６％）
河 内 ５，９４７人（４０．２％）
黒 瀬 ２２，６４５人（３０．２％）
安芸津 ９，７７６人（４１．３％）

東広島市の概要

東広島市
の概要

【平成３０年常勤保健師総数：３９人】

≪本庁≫

こども家庭課 １０人

健康増進課 １１人

地域包括ケア推進課 １１人

（地域包括支援センター含む）

障害福祉課 １人

職員課 １人

≪支所≫

豊栄支所 １人

河内支所 １人

黒瀬支所 ２人

安芸津支所 １人

（再掲）≪地域包括支援センター≫

福富支所内 １人

黒瀬支所内 １人

安芸津支所内 １人

統括保健師：配置なし １



保健師配置の状況（令和4年度）
総務部

地域振興部

健康福祉部

職員課（１）

豊栄支所地域振興課（１）

医療保健課（１２）

地域包括ケア推進課（１１）
直営包括支援センター１か所

基幹型包括含む

地域共生推進課（３）

こども家庭課（１１）

黒瀬支所福祉保健課（２）

安芸津支所福祉保健課（１）

こども未来部

河内支所地域振興課（１）

係長職以上の
保健師がいる所属

常勤保健師総数：４３人

統括保健師：配置なし
２



東広島市の被災状況

建物被害 53件

死亡 4人
建物被害 111件

死亡 1人
建物被害 117件

死亡 １人
建物被害 556件

死亡 1人
建物被害 308件

死亡 5人
建物被害 101件

建物被害 123件

建物被害 90件

建物被害 30件

令和元年１０月31日現在

死亡 １２人
行方不明 １人
重軽傷 ２８人
避難所 ６１施設
避難者 １，６０１人

（最大避難者）
建物被害 １，４８９件
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東広島市の被災状況

４



災害前：保健所との合同研修会

５



災害直後

（０～２日）

•保健所保健課長からの提言
•＊災害応援チームが派遣されるにあたり、保健師の活動体制づくりが必要
•＊情報共有の場を定期的に行うことが必要

災害後

３日

•協議
•＊メンバー：本庁３課の保健師（係長＋保健師）
• 保健所（保健課長＋リエゾン保健師）

•＊内 容：保健師配属課各課の情報共有・市の体制づくり・応援チームへ依頼する内容

災害後

４日

•公衆衛生チーム設置
•＊体制：統括保健師（１）・統括補佐保健師（２）
•＊拠点整備：会議室を長期借り上げし、朝・夕ミーティングを行う
•＊ミーティングの内容：情報共有・応援チームに依頼する内容協議・応援チームとの情報共有と報告
• 災害状況及び保健活動の現状共有・課題の共有

災害時保健活動初動状況

６



平成３０年１０月１日～令和３年３月

月１回

活動のまとめ・アクションカード、マニュアル作成協議

地域支え合いセンターとの会議

こころのケアセンターとの会議

平成３０年８月１１日～平成３０年９月３０日

週１回 現状把握・情報共有・活動報告・課題の共有

平成３０年７月９日～平成３０年８月１０日

毎日（朝・夕） 現状把握・情報共有・活動報告

公衆衛生ミーティング（情報共有の場）

７



活動のまとめを！

◆保健所課長（当時）より
活動のまとめはすべて終わってからでは遅い。途中からでもまとめを。
後から思い出しながらより、まとめをしていこう

◆方法

公衆衛生ミーティングでまとめる方法等協議

◆まとめる内容

・実際の活動、困った事、要望、良かった事

・ロードマップ

個人の

まとめ

所属毎で協議して

まとめる

市全体を

まとめる

８



ロードマップ

災
フェーズ０

初動対応～24時間
フェーズ１

緊急対応~72時間
フェーズ２
応急対応～２週間

フェーズ３
応急対応 ２週～１・２か月

フェーズ４
復旧・復興 １・２か月以降～２・３年

７月６日 ～７月８日 ７月９日～７月１８日 ７月１９日～８月上旬 ８月上旬～ ９月～ H31年4月～R3年4月

保
健
活
動
の
主
な
対
応

避
難
所

7/9 DMAT

7/17～7/20 県リハチーム

7/18.19 感染チーム

7/19～7/31 介護福祉士会チーム

自
宅
滞
在
者

7/28 DPAT

保
健
活
動
の
主
な
体
制

）

DHEAT

「支えあいセンター」との連携

「こころのケアチーム」との連携

「保健所」との連携

アクションカード作成

マニュアル作成検討

⇒R2.10作成

避難所開設（最大７３か所） 避難所縮小 避難所８月末閉鎖

避難所巡回：保健師（市保健師及び派遣チーム）による支援

7/8～地域の医師・市薬剤師・リハビリ関係者（歯科衛生士・栄養士）関係者の協力体制

要援護者への対応（7/13～）

【担当】地域包括ケア推進課（河内･志和･八本松）
こども家庭課（黒瀬・高屋）
健康増進課（安芸津・西条）

被災地域のローラー訪問（7/19～8/16）市保健師・県外保健師

8/27～みなし住宅への家庭訪問

ＯＢ保健師４名（臨時職員として）

市の防災班での活動（各課での活動） 主幹：地域包括ケア推進課 保健部門等の調整・要援護者の安否確認・ローラー訪問等
公衆衛生チ

ーム室設置

県外保健師徹底後の保健福祉活動は、

通常の体制を基本とする

・地域包括ケア推進課：介護保健・高齢者

（担当地区：河内）

・こども家庭課：妊産婦・乳幼児

（担当地区：黒瀬）

・健康増進課：成人・メンタルヘルス

（担当地区：安芸津）

主幹：健康増進課

7/9～保健所保健師（リエゾン保健師・保健課長など）派遣

7/13～7/27 県内保健所保健師（ローラー訪問等）

7/12～8/10【県外保健師による支援】

（避難所支援・要支援者訪問・ローラー訪問等）
宮城県（６班）・横浜市（６班）・福岡市（４班）

10/3～

「地域支えあいセンター」職員として社協

職員２名と活動：ＯＢ保健師４名

健康調査：みなし住宅・在宅者

（9/18～2/14：OB保健師実施）

公衆衛生ミーテイングの実施 ●7/9～8/10：毎日（朝・夕） ●8/11～9/30：週１回 ●10/1～R3.4：月１回 ●R元.10月～：毎月地域支え合いセンター／こころのケアチーム会議

【中長期派遣】

10月：和歌山県有田市

10～3月：福岡県八女市

（各月１名づつ６名）

幼児健診時の「ここ

ろとからだの相談問

診票」による支援

（平成31年中）

【西日本豪雨災害における保健医療福祉の対応】 東広島市

９



ロードマップ

災
フェーズ０

初動対応～24時間
フェーズ１

緊急対応~72時間
フェーズ２
応急対応～２週間

フェーズ３
応急対応 ２週～１・２か月

フェーズ４
復旧・復興 １・２か月以降～２・３年

７月６日 ～７月８日 ７月９日～７月１８日 ７月１９日～８月上旬 ８月上旬～ ９月～
H31年4月

～
R3年4月

保
健
活
動
の
実
績

【要援護者リストでの安否確認】 【被災地域のローラー訪問】

市の保健師と県外派遣保健師

【避難所での健康相談】

（８月１６日現在）

【健康調査まとめ（K６）】

●実施者（調査時の居住地）

●気分不安障害のスクリーニング結果

【OB保健師と

中長期派遣保健師】

８月～３月まで

備

考

） 中国新聞・読売新聞取材

NHK取材

8/13～災害復旧体制になる

通常業務の中で支援継続

【西日本豪雨災害における保健医療福祉の対応】 東広島市

安否確認者 １，２１５

要援護者リスト １，２７１

死亡・転居・実態無 ５６

電話・民生等聞取り ８３１

個別訪問等 ３７４

未訪問 - 連絡先確
認未

１０

要支援者（再掲） ５１

総世帯件数 １，４２８

面接世帯 ８３５

不在 ５９６

会えた人 １，４８５

要支援者 ６２

黒瀬福祉保健センター １１９

安芸津文化福祉ｾﾝﾀｰ ６４

河内保健福祉センター ９３

宇山地域センター １１

萱集会所 １４

磯松中学校 ５

大河内 ４

合 計 ３１０

公営
住宅

みなし
仮設 在宅 合計

３８ ４５ ５４ １３７

５点
以上

（再）９点
以上

公 営
住 宅 ２４ （６）

み な し
仮 設 １８ （６）

在 宅 １５ （６）

合 計 ５７ （１８）

訪問世帯数 ６５８

会えた世帯数 ４０３

会えた人数 ４８９

不在世帯数 ２４９

健康
調査

配布 ６８

回収 ３７

１０



困ったこと主な意見

◆フェーズ０◆

・保健師としての動きはなかった。

・情報の共有ができず、他部署の
保健師の動きがわからなかった。

・災害時、何をすべきでどう動けば
良いのか全くわかっていなかった。

・数日先の見通しがつかず、目の
前のことしか考えられなかった。

◆フェーズ１◆

・災害時公衆衛生活動の指示系
統がなかった。

・統括保健師の位置付けもなく、
県との連携窓口が不明確であっ
た。

・保健師としての動きはなく、そも
そもやるべき事を理解していな
かった。

・事務職員も避難所対応の適切
な動きがわからなかった。

１１



困ったこと

１２



困ったこと

１３



災害時保健活動のまとめを行って・・・

◆振り返りとまとめを行って・・・

今後同じような災害があった時今回の経験を活かして、住民のた
めにより良い活動をしたい！

➡

◆アクションカード・マニュアル作成時気を付けた点

・新人でも見て動けるものに

・わかりやすく、見やすいものに

・保健師全員が知っているものに

１４



東広島市災害アクションカード作成について

アクションカードとは

災害発生直後に最低限必要となる行動を簡単かつ具体的に記載したもので、自立した行動を促し、
その時に応じた判断を行うための指示書

対象フェーズ
フェーズ０～１（７２時間以内）

経過

月一回の公衆衛生ミーティングにおいて、災害時の活動をまとめていく中で、アクションカードを作成
することを決定した。各課からワーキングメンバーを選出し、ワーキング会議やシュミレーション研修を
実施すると共に、公衆衛生ミーティングで報告と承諾を得ながら作成した

ワーキングチーム員（令和元年度）

１５



アクションカード

１６



アクションカード（一部）

１７



アクションカード資料

１８



アクションカード資料（一部）

１９



アクションカード資料（一部）
大規模災害時必要物品保管場所一覧 R1.8.16

項目 健康増進課 地域包括ケア推進課 こども家庭課 障害福祉課 黒瀬支所 豊栄支所 河内支所 安芸津支所

保
管
場
所

□ビブス 危機管理課から借用 × × × × × ×

□健康状況確認票

□血圧計
自動3 アネロイド3
健康増進課窓際下に保管

×（アネロイド１）
自動２ こども家庭課
訪問用体重計棚

×
自動3(保健福祉セン
ター成人倉庫)

あり（事務室） 自動３（支所薬品庫ロッカー） 自動１（休憩室）

□マスク 課内窓際倉庫
課内にあり(介護保険課
境目柱付近)

× ×
保健福祉センター成
人倉庫

あり50枚程度
（事務室）

支所薬品庫ロッカー 棚上 あり（休憩室）

□絆創膏 × × × ×
保健福祉センター成
人倉庫

あり（事務室）
支所薬品庫ロッカー
救急セット内

あり（事務用品棚）

□手袋 課内窓際倉庫
課内にあり(介護保険課
境目柱付近)

総合福祉センター保健
室

×
保健福祉センター成
人倉庫

× 支所薬品庫ロッカー あり（休憩室）

□毛布 × ×
総合福祉センター保健
室

× 支所備蓄倉庫2階 数枚（事務室）
避難所用：支所和室
支所防災倉庫２階

文化福祉センター

□タオル ×（ぞうきんは有り） ×
総合福祉センター保健
室

×
保健福祉センター成
人倉庫

数枚（事務室） ２枚（支所薬品庫ロッカー） あり（休憩室）

□ゴミ袋 ×
総合福祉センター診察
室

×
支所・保健福祉セン
ター成人倉庫

あり（事務室） 支所倉庫 あり（事務用品棚）

□手指消毒 × 課内にあり
総合福祉センター保健
室

課内カウンター付近の書棚の
上にあり

保健福祉センター成
人倉庫

×（期限切れ） 避難所用 あり（事務用品棚）

□傷口消毒 × × × ×
保健福祉センター成
人倉庫

×
支所薬品庫ロッカー
救急セット内

あり（事務用品棚）

□体温計 ２個（救急箱内）
課内にあり(介護保険課
境目柱付近)

× ×
保健福祉センター母
子倉庫

あり（事務室）1本
支所薬品庫ロッカー
救急セット内

あり（休憩室）

□乾電池予備 課内文房具入れ
課内にあり(課長席前
キャビネット内)

こども家庭課事務用品
棚

課内カウンター下の文具引き
出しにあり(単1.3.4のみ)

支所文具棚
あり（事務室・通
常保有程度）

支所薬品庫ロッカー あり（事務用品棚）

□どこでもシート
〇(他の事業ので購入)
１本

課内にあり × ×
×(黒瀬包括に保管
有)

× × ×

□ホワイトボード用
ペン

課内健康支援係
ホワイトボード

課内にあり(課長席前
キャビネット内)

こども家庭課事務用品
棚

×
支所文具棚（黒・
赤・青）

あり（事務室） × あり（事務用品棚）

□ガムテープ 課内文房具入れ
課内にあり(介護保険課
境目柱付近)

こども家庭課事務用品
棚

課内カウンター下にあり
支所文具棚（黒・
赤・青）

あり（事務室） 支所カウンター下 あり（事務用品棚）

□マジック（ポス
カ）

課内文房具入れ
課内にあり(課長席前
キャビネット内)

こども家庭課事務用品
棚

課内カウンター下の文具引き
出しにあり

保健福祉センター：
成人倉庫

あり（事務室） 支所薬品庫ロッカー あり（休憩室）

□地図帳 4冊（課内カウンター下）
課内にあり(介護保険課
境目柱付近)

こども家庭課本棚 課内課長席後ろの書棚
課内(育児相談カード
保管棚の上)

あり（事務室）
共用ゼンリン等

机 引き出し あり（事務用品棚）

□民生委員名簿 〇 課内課長席
あり（事務室・係
長保管）

机 引き出し あり（事務室）

□懐中電灯 × × ○

□各種ちらし ○

□ポスター

□ハザードマップ

■所属での対応も含み、わかる範囲で優先順位をつけてみてください。

□安否確認リスト 国保年金課 健康かるて 健康かるて

(安否確認対象者）
（在宅透析患者：国保被保
険者）

（妊産婦用支援者リス
ト）

（出生児一覧：生後１歳児未
満）

支所：訪問等対応台帳

(支所保健師が対応している)

□各種様式 ロッカーNo４の奥 休憩室の戸棚の中

□
※事務室内に一部
はまとめておく予
定 ２０



東広島市災害マニュアル作成について

目的

被災者の避難生活等に伴う健康被害や長期化する肉体的精神的な疲労による体調不良、ストレス
に対して、予防や早期対応への支援を行うこと

対象フェーズ
フェーズ０（災害発生後２４時間以内）～４（概ね１～２か月以降）

経過

アクションカードを作成するなかで、マニュアル作成の必要性を感じ、月１回の公衆衛生ミーティン
グにおいて作成を決定した。各課から選出されたワーキングメンバーにて検討し、公衆衛生ミーティ
ングで報告と承諾を得ながら作成した。

ワーキングチーム員（令和２年度）

２１



マニュアル

２２



マニュアル（一部）

１ ２

東広島市災害時保健活動マニュアル

１ マニュアル策定の目的
東日本大震災（2011年（平成23年）3月11日）や、平成30年7月西日本

豪雨災害等を通して、保健師による災害発生直後から中⾧期的な、その時期及
びニーズに沿った支援が避難所や被災地等で求められ、保健師の役割が重要視
されている。本市においても、大規模災害の被災者に対し、発災直後からの保
健活動を迅速かつ適切に実施するために、初動体制及び活動内容を明示したマ
ニュアルを策定する。なお、災害時保健活動の実際及び詳細については、「広
島県災害時公衆衛生活動マニュアル（改訂版）＊」に準じて活動する。
＊広島県災害時公衆衛生活動マニュアル(平成28年10月改訂版)

＊県内の大規模災害時の厚生環境事務所・保健所（支所）における大規模災害時公衆衛生活動初動

マニュアル（令和2年4月)

＊広島県災害時公衆衛生活動マニュアル・資料編(令和２年６月改訂版）

２ 災害時保健活動の目的
災害時保健活動の目的は、被災者の避難生活等に伴う健康被害や⾧期化する

肉体的精神的な疲労による体調不良、ストレス等に対して、予防や早期対応へ
の支援を行うこと。

３ 保健活動班体制
（１）保健活動の体制について

東広島市地域防災計画に基づき、次の体制で活動を展開する。
本部⾧の判断により、保健活動班が設置された際には、保健師（職員課
配属以外）は、保健活動班として活動する。必要な人員は必要に応じて
職員課と協議し、派出元班⾧である健康増進課⾧が決定する。
＊災害対策本部の組織図は別表１のとおり

（２）保健活動班の立ち上げ基準
避難所が開設され、⾧時間にわたり、避難所の開設が見込まれる場合を
想定しており、その状況に応じて本部からの指示に従う。

（３）発災前における保健活動の体制整備
ア 指揮命令系統及び役割分担と従事内容を確認
（ア）統括的役割を担う保健師の配置及びそれを補佐する保健師の明確化

○統括保健師
衛生部門（健康増進課）へ配属された職位が最上位の保健師

○統括補佐保健師
各課の係⾧級以上の保健師及び健康増進課の係⾧級保健師１名（協議
により役割分担を行う）。

○現場保健師
上記以外の保健師

（イ）各保健師の役割と共通理解
○交通網が寸断されるなど保健師の参集ができない地域等があった場合、
その地域にいる保健師が統括保健師と連絡を取りながら活動を行う。

イ 情報伝達体制の整備
（ア）情報伝達ルートの確保（避難者情報、被災地情報等の入手経路）
（イ）情報収集及び報告のための帳票類の整備
（ウ）職員の連絡網の整備
（エ）関係機関との情報連絡網の整備

ウ 活動体制の整備
（ア）保健活動に必要な物品の整備と保管

（４）発災後の保健活動における各担当の役割
保健師の活動を「直接的な支援活動」､「情報収集・分析・発信」､「企
画・調整・施策化・組織運営管理」の３つの活動の中で８つの活動項目
による業務を、統括保健師、統括補佐保健師、現場保健師に分割して活
動する。
＊この体制は別表２のとおりとし、大規模災害発生時において適用する。

４ 保健師の役割別業務（活動）内容
＊フェーズごとの保健活動は別表３のとおりとする。
さらに、フェーズ０からフェーズ１（72時間以内）では、別添の
「アクションカード」及び「アクションカード【資料編】」に準じ
て速やかに行動する。

２３



災害対策本部の組織図（地域防災計画）
災害時 災害後

（保健活動
班）

２４



災害後継続していること

＊アクションカードを人事異動に合わせ、毎年修正している。

＊保健師グループラインの予行演習を毎年実施している。

（アクションカード資料編の中に記載）

＊災害時保健活動の研修会を年１回実施している。

（研修会の中で、アクションカードとマニュアルの確認）

＊保健師研修会を年６回実施している。

（地区担当制の実施に向けたもの）
２５



災害時関係機関からの声

危機管理課職員（当時）

「保健師にしかできない
ことを、やって欲しい。」

健康福祉部長（当時）

「保健師が１つになっ
て活動していた。」

社協（ボランティアセンター）職員（当時）

「保健師の動きがわからなかった。知らな
かった。いい動きをしていたと後で知った。

当初から知っていたら良かった。」

２６



＊平時から統括保健師を配置し、災害に備えた体制づくりが必要
（初動が遅かった）

＊まとめと振り返りを行い、今後に活かせるような準備が必要

＊災害時の保健師の役割を認識し、平時から保健師全員で共有
し、シュミレーションしておくことが必要

＊平時の保健活動を通して地域を知り、関係機関を顔の見える
関係づくりが必要

＊保健師の人材育成を体系的に行うシステムが必要

＊地域を良く知るためには、地区担当制での活動が必要

災害を経験して

２７


